
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  玉津橋補修工事 

玉津橋 L=96m 

橋梁付属物工 １式  橋梁補修工 １式  現場塗替工 １式   

仮設工 １式 

契約変更の理由 

 

・「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障

害防止について（厚労省通知）」と「鉛中毒予防規則（厚労省）」に基づく、

曝露防止対策を実施するため、曝露防止対策工が増工となる。 

 

・兵庫県との河川協議の結果、重機搬入路となる高水敷の除草を行う必要が発

生したことから、雑草の運搬費・処分費が増工となる。 

 

・既設塩化ビニル製排水管に旧塗膜（PCB含有）が付着しており、排水管の撤

去及び新設が必要となるため、排水施設工が増工となる。 

 

・塗膜剥離工（PCB含有）を行うにあたり、剥離試験を行った結果、剥離剤の

塗布量が当初想定の 0.5kg/m2から 1.0kg/m2に、剥離回数が当初想定の２回か

ら４回にそれぞれ増えることから塗替塗装工、補修用足場工（湿式塗膜剥離剤

工用養生シート工）が一部増工となる。 

 

・その他、現地精査により増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


